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特掲診療料

第 3部

検査

検査は診断の補助，治療法選択，経過観察， 治療効果確認などに

行われますが，その必要i性が診療録から読み取れることが必要で、す。

また，検査結果を添付するのみではなく，検査結果に基づき，検

査目的に対する評価の要点などが記載されていなければなりませ

ん。検査結果を記載 (又は添付) することはもちろんのこと，診療

録には検査結果の評価が必要で、す。

さらに，検査時間等の規定があるものについては実施時間を明記

すること， 責任の所在を明確にするためにも検査実施者や評価者等

の明記も大切です。
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参考/個別指導の状況 ※重複する内容は編集しま した

.検査全般 .外来迅速検体検査加算

〈記載> 記載〉

- 項目 ， 回数は治療方針に的確に反映させる範囲でな - 当日中に結果が判明しない。

ければならない。 また，結果を適宜評価し，要点を - 当日中に結果を説明したうえで文書により情報を提

記載して治療に反映する。 供していない0

・実施する際.種類及び指示事項を明確に記載する。<算定〉

・ 検査結果の評価については， 速やかに記載する。 厚生労働大臣が定める検査以外の血液化学検査(糖

・ 必要とする主訴， 症状. 既往症及び所見等の記載が (固定化酵素電極によるもの))により算定した。

不十分である。

必要性，結果及び評価についての記載がない， 又は

乏しい。

検査の結果の考察が十分でない。

〈算定〉

医学的に必要性が乏しい。(例 入退院を繰り返し

ている患者に対して， 湾入院時に再度実施した感染

症検査)

個々の症状・所見に応じ，必要な項目を選択し， 段

階を踏んで， 必要最小限の回数で実施する。

- 重複とみなされる。

画的な検査を漫然と実施している。

- 必要以上に実施回数が多い。(セット検査で指示

し，不必要な検査項目を繰り返し実施)

- 過剰0

・ 健康診断と思われる検査0

. 算定要件を満たさない。

- 症状-所見等に応じて適正に行われていない。

.0002 原沈遁(鏡検法)

〈算定〉

- 尿路系疾患が強く疑われる患者であって，診療所が

尿沈透(鏡検法)を衛生検査所等に委託する場合

は， 採尿後4時間以内に検査を行い， 検査結果が速

やかに診療所に報告された場合に算定可能である0

. 対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施

していない。

- 検査や診察の結果等から実施の必要があると考えら

れる場合ではないにもかかわらず，実施している。

.0003 糞便検査

〈算定〉

-糞便中ヘモグロビンについて，検査の実施に至らな

かったにもかかわらず， 検査容器を患者に渡した乙

とにより算定した。

ー 複数項目の検査を実施した場合の算定制限に留意す ・ 0005 血液形態・機能検査
る。<算定〉

診断に必要な検査は適切に実施する。末梢血液像(自動機械法)一自動機械法で算定すベ

診療情報の提供のあった患者について，前医で行っ き例を鏡検法で算定した。

たものと同様の検査を不必、要に行わないこと。

.時間外緊急院内検査加算

〈算定〉

直ちに何らかの処置 ー 手術等が必要である重篤な患

者について，通常の診療のみでは的確な診断が困難

であり ， かつ，通常の検査体制が整うまで検査の実

施を見合わせることができないような緊急の場合

に， 保険医療機関内に具備されている検査機器等を

用いて当該検体検査を実施したものではないもの

に，算定した。

.0009 腫嬉マーカー

〈記載〉

- 悪性腫鎮の患者であることが強く疑われる者に対し

て検査を行った場合に算定するよう留意し， その根

拠， 経緯，検査結果等の記載を充実する。

-必要と認めた根拠の記載が乏しい。

〈算定〉

- 悪性腫携の患者であることが強く疑われる者に対し

て検査を行った場合に，悪性腫蕩の確定又は転帰の

決定までの聞に 1 回を限度として算定する。

ー 診察及び他の検査・画像診断等の結果から悪性腫蕩



の患者であると強く疑われる以外の者に対して実施

した。

- 悪性腫湯の診断が確定した患者に対して，腫蕩マー

カー検査及び当該検査に係る検体検査判断料を算定

した。

- 画一的に行われている。

ー 悪性腫湾の診断確定又は転1局の決定までの聞に 2 回

以上実施している。

0前立腺特異抗原 (PSA)

ー 診察，腫提言マーカ 以外の検査， 画像診断等の結果

から ， 前立腺癌の患者である乙とを強く疑われる者

に対して検査を行った場合に算定する。

・ 検査結果が4.0ngjmL未満の患者に対し， 1 回を超

えて算定した。

・ 初回の測定結果が4.0ngjmL以上で前立腺癌の確定

診断がつかない場合に ， 2 回以上算定する場合にあ

っては， 検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載し

なければならない。

.D012 感染症免疫学的検査

〈算定〉

- イ ンフルエンザウイルス抗原定性 発症後48時間

以上経過した患者に行った検査に対して算定した。

.D015 血祭歪白免疫学的検査

〈算定〉

.C反応性蛋白 (CRP) 一必要以上に実施回数が多

L ¥0 

.D019 細菌薬剤感受性検査

〈算定〉

- 結果として菌が検出せず実施しなかったが算定した。

実施回数を誤って算定した。

.D200 スパイログラフィ一等検査

〈記載〉

- フ ロ ボリュームカ ブは曲線を描写した記録を残

すこと。

- 呼吸ガス分析に係る検査結果の記載がない。

.D214 脈波図， 心機図，ポリグラフ検査

〈算定〉

. f血管伸展性検査j で算定すべきところを f3 又は

4検査」で算定した。
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.超音波検査等 (D215 (3の二の場合を除

く)及びD216)

〈算定〉

・ 同一月において同 の超音波検査等を 2 回以上行っ

た場合における 2 回目以降の当該検査の資用につい

て，減算することなく所定点数により算定した。
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.D217 骨塩定量検査

〈算定〉

. 4 月に 1 回を超えて算定した。

.D220 呼眼心拍監視等

〈記載〉

- 観察した呼吸曲線， 心電曲線，心拍数のそれぞれの

観察結果の要点を記載していない又は乏しい。

〈算定〉

Oカルジオスコープ(ハートスコープ)

- 重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患

者又はそのおそれのある患者以外に対して算定した。

. 心大血管疾患リハビリテーション料と同一日に行わ

れたものを算定した。

.D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定

〈算定〉

ー 対象患者以外の患者に算定した。

-呼吸不全若しくは循環不全又は術後の患者であっ

て，酸素吸入若し くは突発性難聴に対する酸素療法

を現に行っているもの又は酸素吸入若しくは突発性

難聴に対する酸素療法を行う必要があるものに行っ

た場合及び静脈麻酔，硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を実

施中の患者に行った場合に算定できるものである。

.237 終夜睡眠ポリグラフィー

〈記載〉

- 検査結果の要点の記載がない。

.D250 平衡機能検査

〈記載〉

- 検査結果の評価記載が不十分。
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.0261 屈折検査 .診断穿刺・検体採取料全般

〈算定 <算定〉

. 1 以外の場合矯正視力検査と併施した場合は 屈 ・ 保険医の指示に基づき訪問看護ステーション等の看

折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合 諮問等が行った検体採取について， 採血料を算定し

又は眼鏡処方皇室を交付した場合に限り併せて算定す た。

る。

.0263 矯正視力検査

〈算定〉

- 単なる視力測定について算定した。

.0282-3 コンタクトレンズ検査料

〈記載〉

新たな疾患の発生(屈折異常以外の疾患の急性増悪

を含む)等により，コンタクト レンズの装用を中止

し，コンタクトレンズ検査料以外の眼科学的検査を

算定する場合は， コンタクトレンズの装用を中止し

たことを記載することにより算定の根拠を明確にす

る。

〈算定〉

・ コ ンタクト レンズ装用を目的に受診した患者(既装

用者の場合を含む)に対して眼科学的検査を行った

場合は， コンタクトレンズ検査料を算定する。

.0400 血液採取

〈算定〉

- 糖試験紙法にかかる血液採取について0400血液採

取の r2 その他」で算定すべきところ. r 1 静脈J

で算定した。

.0285 認知機能検査その他の心理検査

〈記載〉

-分析結果の要点の記載が不十分。

〈算定〉

. MMSEは当該検査に該当せず，算定できない。

.0288 糖負荷試験

〈算定〉

- 糖負荷試験(ブ ドウ糖等負荷血糖値等経時検査) に

おける静脈血採取の費用は当該検査に含まれる。

.内視鏡検査(粘膜点墨法加算)

〈算定〉

- 実際に行っていないにもかかわらず算定した。
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0003 糞便検査 r9 J カルプロテクチン (糞便) 図

〈慢性的主主炎症性腸疾患※ i の診断補助を目的として測定する場合z 之〉

. F E 1 A法に よ り ìHll定 した場合に算定できる。

. )防管感染症が否定され，下痢， JJ短縮や体重減少などの症状が 3 月以上持続す

る患者であって，肉眼的lf[[f更が認められない患者において，慢性的な炎症性

)湯疾患が疑われる場合の内視鏡前の補助検査として実施すること。

<;貴傷性大腸炎の病態把握を目的として測定する場合'; '") 

. E L 1 S A法又は FE I A法により jl[lJ定した場合に 3 月に l 回を限度と し

て算定できる。

-医学的な必要性から，本検査を l 月に l 巨|行う場合には，その詳細な耳目白及

び検査結果を診療録及び診療報酬l抑制訟の摘要欄に記載すること。

.規定[記載]

〈慢性的な炎症性腸疾患の診断補助を目的として測定する場合〉

その要旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

〈漬蕩性大腸炎の病態把握を目的とし，医学的拡必要性から . 1 月に 1 回行う

場合〉

その詳細な.f!H山及び検査結県を診療録及び診療報酬明細書の摘袈欄に記，1出す

る 。

胆記載等のポイント

〈慢性的な炎症性腸疾患の診断補助を目的として測定する場合〉

口その要旨を記載する。

G貴傷性大腸炎の病態把握を目的とし， 医学的な必要性から ， 1 月に 1 回

行う場合〉

口その詳細な理由及び検査結果を記載する。
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※ 2 . ※ 3 慢性的な炎症性腸

疾恕の診断相川VJ又は治似性大

脳炎の病態把握を目的とし

て，本検査及び03 1 3大腸内

視鋭検査を同一月中に併せて

行った場合は，主たるものの

み算定します
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0006-11 FIP1 L 1-POGFRα融合遺伝子検査 団
0006-12 EGFR遺伝子検査(血祭) 図

(FIP1 L 1-PDG FRα融合遺伝子検査〉

二次性好酸球増加症を除外した上で，似性好酸球性白 lfI L病又は好酸球鳩多~fE

候i伴と診断した患者において，治療方針の決定を目的として FISH法により ìW]

定 した場合に，原則として l lIT]に限り算定します。 ただし，臨床症状・検査所

見等の変化を踏まえ，治療法を選択する必要があり，本検査を再度実施した場

合にも算定できます。

(EGFR遺伝子検査 (血祭 . ， . 1) 

• L(rL ll立を用いてリアルタイム PCR法でiW]定した場合に算定できます。

• JliIî liiîiの詳細な診断及び治療法を選択する上易合，又はJJ市癌の再発や噌恕によ

り， EGFR逃伝子変異の 2 次的治伝子変興等が疑われ，再度治療法を選択す

る場合に，患者 I 人につきそれぞれの場合に 1 @]に|浪り算定できます。 ただ

し，本検査の実施は，医学的な 1M! Etl により， IJiIî癌の組織を検体として，

0004-2悪性腫蕩組織検査の r 1 J 恕性 IJ副長1遺伝子検査の 「イ J EGFR逃伝

子検査( リアルタイム PCR法)文は 「ロ J EGFR巡伝子検査(リアルタイム

PCR法以外)を行うことが困難な場合に限ります。

.規定 [記載]

(FIP1 L 1-PDGFRα融合遺伝子検査〉

*検ff.を必要と判断 し た.flHFI I又は本検査を再度実施した場合にはその旦TI I却 を

診療録及び診療報酬明細lI i!}の摘嬰欄に記1 1古する。

(EGFR遺伝子検査 (血祭))

JJdi ~lV:の組織を検体とした検査が実施|本|難である医学的な理由を診療録及び診

療報酬明細書の摘要櫛に記;1出する。

.記載等のポイント

(FIPl L l-PDGFRα融合遺伝子検査〉

口本検査を必要と判断した理由を記載する。

口 (再度実施した場合) 再度実施した理由を記載する。

(EGFR遺伝子検査(血紫) )

口肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を記載する。

※ I EGFH遺伝子検査( I(ll 

策)と ， !1m痛の組織を検体と

した0004-2))，11，性J1ifij~組織検

査の I 1 J 恐怖:1服務遺伝子検

査の 「イ J EGFHi自伝子検査

( リ アルタイムPCI司法)又は

「ロ J EGFR逃伝子検資(リ

アルタイムPCR法以外)を

同一月中 lこ併せて行った湯合

には，主たるもののみp:定し

ます
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D014 自己抗体検査 は4J 抗HLA抗体(スクリーニング検査) 図
r45J 抗HLA抗体(抗体特異性同定検査) 図

〈抗HLA抗体 (スクリ一二ング検査) .,' 1) 

肺移植，心移植. J日 移植，勝移植，小!場移植又は腎移植後の患者に対して実

施した場合に，原則として l 年に l 聞に 1I艮り 3平定します。

ただし，抗体IMliili拒絶反応を強く疑う場合等，医学的必要性がある場合に

は年に l 匝|に限り更にf:I:定できます。

〈抗HLA抗体 (抗体特異性同定検査) 芯" )

抗トI LA抗体(スクリーニング検査) によって|場性が確認された症例につい

て，抗体|共J ìili拒絶反応の確定診断を目的に行われた場合に算定します。

ただし，抗体|具J ìili矩絶反応と診断された患者の経過観察 11寺に行った場合に

は年に 2 1mに限り更に3平定できます。

.規定 [記載1

〈抗HLA抗体(スク リ ニング検査))

抗体|英J iili矩絶反応を強く疑う場合等，医学的必要性がある場合には. 1 年に

l lTIl に |浪り更に算定できる。 なお，この場合においては，診療~!R及び診療報酬

l別調l院L}の陥袈欄にその理山及び|兎予n甘な必須YI:を 記，1正する 。

〈抗HLA抗体 (抗体特異性同定検査))

抗体|期延JH巨絶反応と診断された患者の経過観察lI~iに行った場合には. 1 年に

2 1m に限り !J.! にt;l:定できる 。 なお，この場合においては，診療録及び診療報開!j

lリ'*1 11替の揃~欄にその翌日山及び医学的な必袈'1'1 :を 記 il成する。

胆記載等のポイント

〈抗HLA抗体(スクリー二ング検査) /医学的必要性があり， 1 年 1 回を

超えて更に算定した場合〉

口その理由及び医学的な必要性を記載する。

〈抗HLA抗体(抗体特異性向定検査) /抗体関連拒絶反応と診断された患

者の経過観察時に行った場合〉

口その理由及び医学的な必要性を記載する。

※ 1 ， ※ 2 抗HLA抗体(ス

クリーニング検査)及び抗

トILA抗{本(抗体特典性同定

検究)については，日1)に厚生

労働大臣が定める施設基準に

迎合しているものとして地方

厚生局長等にJlÏi け IJ\ た保険医

療機|羽において災施した場合

に算定します
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0023 微生物核酸同定 ・ 定量検査
r1 5J 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出 図

調l陥~Î i骸酸 ・ 薬剤l耐性ill伝子同H寺検出は，敗血症が疑われる態者に対して，調11

菌核酸及び関連する薬剤耐性巡伝子(計 1 5項目以上)をマイク ロアレイ法に

より同時測定した場合に，当該疾患に対するー述の治療につき l 回に限り算定

できます ;. 1 に

なお，本検査を行う場合には，関連学会が定める実施指針を遵守 します。

胆規定[記載]

本検査を実施した場合には，関連学会が定める敗血症診断基準に基づいて，

i攻 l血痕を疑う線拠を診療録及び診療報酬明調11普の摘要欄に記iI書する。

胆記載等のポイント

口敗血症を疑う根拠を記載する。

※ l 別に厚生労働大臣が定め

る施設基準を満たす保険医療

機関において実施した場合に

算定します

※ 2 細菌核酸 ・ 薬剤l耐性逃伝

子同 |時検出と 0023 r 1 J の
細菌核酸検出(白血球)，同

r 1 2J のブドウ球E直メチシリ

ン耐性遺伝子検出文は

0023-2その他の微生物学的

検査 r 1 J の黄色ブドウ球菌

ペニシリン結合蛋白 2' (P 

B P 2 ')定性を併せて測定

した場合には， 主たるものの

み算定します



0211-3 時間内歩行試験

E歪重重董〕…在宅酸素療法を施行している慰者又は C 103在宅酸素療法指導

管理料引 の算定要件を満たす患者若 し くは本試験により算定

要件を満たすことが可能となる患者で，在宅酸素療法の導入を

検討している息者

| 試験実施者トー医師又は医師iの指導管理の下に看護職員，臨床検査技師i若し

くは理学療法士

運動耐容能を評価する運動負荷試験で、す。 同様の試験に後述のシャトルウォ

ーキ ングテス ト(本書 「特掲D-6 D 2 11 -4J 参 !!日)もあります。 本検査とシ

ャトルウォーキングテストの対象患者は同様となります。

パルスオキシメ ー タ一等を用いて動脈血酸紫飽和度を測定しながら 6 分間の

歩行を行わせ，到達した距離，動脈II[L酸素飽和l度及びH手吸・循際機能検査等の

結果を記録し. 1到:ffiが患者の巡動耐f=f能等の評filli及び治療方針の決定を行った

場合に算定します円 以

医師以外の実施者が 6 分間の歩行を行わせる場合は，医師が同一建物内にお

いて当該看護職員，臨床検査技師若しくは理学療法士と常時連絡がとれる状態

かつ緊急事態に即時的に対応できる体制でなければなりません。

胆規定[記載]

以下の事項を診療録に記，1記する。

ア 当該検査結果の評制Ii

イ 到達した距離， 施行前後の動脈血酸素飽和l度. 1呼吸・循環機能検査等の

結果

m.iJ I時間内歩行試験の笑施に当たり，前後の動脈血酸素飽和度ìHU定は， 恩

者の状態等を勘案の上，医学的に必姿かつ妥当な検査を実施 し， 結栄

を診療録に記載すること。 (平24 . 3 . 30 医療部事務述絡)

.記載等のポイント

口当該検査結果の評価を記載する。

口到達した距離を記載する。

口施行前後の動脈血酸素飽和度測定，呼吸・循環機能検査等の結果を記載

する。

口治療方針を記載する。

口 1 ハ ~12/31 までに行った実施日を明確にする。

口当該検査を算定する旨を記載する。
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。 日IJ に厚生労働大臣が定める

施設基準に適合しているもの

として地方厚生局長等に届け

出た保険医療機関において行

われる場合に限りぬ一定します

※ C 103の対象患者:ファ

ロー |当微症，大卵管転位症，

三尖弁閉鎖痕，総動脈幹症，

1]1心室症などのチアノ ーゼ型

先天性心疾患のうち，発作的

に低酸素又は無酸素状態にな

る患者，高度慢性呼吸不全例

のうち，在宅酸素療法導入11寺

にíIilJ脈 lfil酸素分圧55mmHg

以下の者及び動脈血酸素分圧

60mmHg以下で睡眠時文は

迎到J負荷l侍に著しい低酸素血

症を来す者であって，医師が

在宅被素療法を必要であると

認めたもの，慢性心不全患者

のうち，医師lの診断により，

NY H A lll度以上であると認

められ. 1殴l民 H寺のチェーンス

トークス|呼吸がみられ，告t\呼

|倣低l呼吸指数( 11時間l当たり

の無呼吸数及び低l呼吸数をい

う)が20以上であることが

1極IIRポリグラフィー上確認さ

れている症例及び|期延I!学会の

診断基準により群発頭痛と診

断されている患者のうち，群

発期間中の態者であって， 1 

日平均 l 回以上の頭痛発作を

ttめるもの

※ 2 1/1 ~ 1 2/3 1 までの l

年間に 4 回を限度として算定

できます(平24.8.9医療課

事務辿絡)

※ 3 0211 .4 シャ トルウ ォ ー

キングテス ト を併せて実施し

た場合は，合わせて年 4 回限

度の算定となります

。参考 診療報酬明調11mの摘要

側には，過去の実施日を記載

します
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0211-4 シャトルウォーキングテスト

臼重重重日…在宅酸素療法を施行している患者又は C103在宅酸素療法指導
管理I料引 の算定要件を満たす慾者若 し くは本試験により算定

要件を満たすことが可能となる患者で，在宅酸素療法の導入を

検討している患者

| 試験実施者ト医師i又は医師の指導管理の下に看護職員若 しくは臨床検査技

印P

運動耐容能を評価する運動負荷試験で、す。 前述の|待問内歩行試験(本書 「特

掲D-5 D211-3J 参照)は 6 分間の歩行を行わせる検査ですが，シャ トルウ

ォ ーキングテストは，一定の距離を信号音に合わせて歩行する検査です。 対象

患者は同様となります。

パルスオキシメ ータ一等を用いて動脈JlIL酸素飽和度を測定しながら一定の距

離を往復で歩行させ，歩行可能距離又は歩行持続時間，動脈血酸素飽和度及び

呼吸・循環機能検査等の結果を記録し， 医師が患者の述動耐容能等の評価及び

治療方針の決定を行った場合に算定します五 2 、口。

医師以外の実施者がシャ トルウォーキングテストを行う場合は，医師が同一

建物内において当該看護職員又は臨床検査技師と常H寺連絡がとれる状態かつ緊

急事態に即時的に対応できる体制でなければなりません。

.規定[記載]

以下の事項を診療録に記載する。

ア 当該検査結果の評価

イ 歩行可能距離又は歩行持続時間，施行前後の動脈血酸素飽和度， 1呼吸・

循環機能検査等の結果

胆記載等のポイント

口当該検査結果の評価を記載する。

口歩行可能距離又は歩行持続時間を記載する。

口施行前後の動脈血酸素飽和度測定，呼吸・循環機能検査等の結果を記載

する。

口在宅酸素療法の実施の有無又は流量の変更を含む患者の治療方針を記載

する。

口 1 ハ ~12/31 までに行った実施日を明確にする。

口当該検査を実施した旨を記載する。

。 別に厚生労働大臣が定める

施設基準に迎合しているもの

として地方厚生局長等に届け

出た保険医療機関において行

われる場合に限り~:定します

※ C 103の対象患者 : 本3

I特掲0-5 0211-3時間内歩

行試験j 参照

※ 2 年 4 回を限度と して算定

できます

※ 3 02 1 1-31時間内歩行試験

を併せて笑施した場合は，合

わせて年 4 回l限度の算定とな

ります

。参考 診療報酬明調11訟の摘要

制には下記の内容を記載しま

す

ア)過去の実施日

イ)在宅酸素療法の実施の有

j!!\又は流iilの変更を含む患

者の治療方針
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0215 超音波検査
0215 超音波検査 r3J の「ニJ 胎児心エコー法 図

超音波検査は，古11位や方法などにより所定点数は興なり，かつ加m:や逓減算

定が定められています。 よ って， 診療録には当該検査の必婆性のほか， 所定点

数の恨拠となる部位や方法名等の記載が必要です。 また，画像等を記録 ;: 1 し

た内容も添付する等保存しておきます。

なお，基本的な内容とは別に，診療録への記載が規定されているもの 2 つ

(①切迫早流産別 について当該検査を行った場合， ②j治児心エコー法を行った

場合)を解説します。

胆規定[記載]

&m 問 l 6週以降の切迫流産又は35週未満の切迫早産の!よi者に対し， 診断

や症状の改善や悪化省:の絞|時的変化!I'IJ %':のため，経Jtiij也音波断層法を

用いて!jIf~管長計 ìf!lJや顕管聞大等の形態的異常， 血)図形成等の胎盤異常

を観察し，また，破水|時には胎児， J隣;~W と l治盤の位世|具|係等を観察し

た場合， D2l5超音波検査 r2J 断層搬影法 Iイ j 胸腹部を1草定でき

るのか。

答 切迫流早涯の|臨床症状である粘液性 [fj[性，市下，子宮!:U IÜし 不規則又

は規則的子宮収織の出現とt削[しまた子宮口聞大や顕管股退，あるい

は預管熟化の所見，若しくは前期破水が認められた辺、者に対し施行し

た場合に限り算定する。

なお， 切迫流早jJ'({に伴 う抗状及び所川について， 診療録に記載 して

おくこと。 ( IIZ 20. 7.lO 医療課事務連絡)

r 3 J の 「ニ J 胎児心エコー法は， J治児の心疾患が強く疑われた症例に対

して， 循環部内科， 小児科又は産婦人科の経験を 5 年以上有する医師胎児

心エコー法を20症例以上経験している者に |浪る)が診断又は経過餓察を行

う場合に算定 し ， r注 2 J の胎児心エコー法診断加算は， 当該検査に伴って

診断を行った場合に限り算定する。 その際， 三'í談検査で得 られた主な所見を

診療録に記載する。

胆記載等のポイント

口部位，方法及び検査結果を記載する。

口当該検査を算定する旨、 ' 3を記載する。

口検査記録を添付する制。

口 (切迫流早産) 切迫流早産に伴う症状及び所見について記載する。

口 (胎児心エコー法) 当該検査で得られた主な所見を記載する。

.記載例

7 月 1 日 #切迫流産の疑い，妊娠O週O日

S) 出勤後10時に粘液性血性帯下(+)，来院時(+)，腹痛(ー)

0) 超音波断層撮影胎児の大きさ(身長Ocm. 体重Og) ， 胎児の動き

有， そのほか異常なし。

A , P ) 診断名 . 切迫流産の疑い。超音波検査で異常を認めず週間程

度の安静を指示。 再出血するなら来院のこと。

※ l 所定点数にはこの記録に

要する費用が含まれたものと

なっています

※ 2 正常分娩における超音波

般査については保険訪求の対

象外です。 災常分娩について

は適応となり， 診療報酬明調11

自には，病名，迎数とともに

必裂に応じて所見等の記載が

必裂です

※ 3 同一月のJJiIi減点数 (2 回

!ヨ以降)や加算を3平定する場

合はその旨を記載します

※ '1 ìJ[lJ定者及び手HilIi者の岩名

で1'1任の所在を l明 らかにしま

す

( l 症状，所見について記載

します
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0220 呼吸心拍監視，新生児心拍・呼眼監視，カルジオスコープ(ハ
ートスコープ)，カルジオタコスコープ

E歪重重董〕 重篤な心機能障害若しくはl呼吸機能障害を有する患者又はその

おそれのある患者

直主主査ヨ
・心電ft!J線及び心拍数のいずれも観察を行っている

・ 観察した l呼吸 rUI線， 心~[t曲線，心拍数のそれぞれの観察結果の要点を診

療録に記載している

胆規定 {記載]

観察 した l呼吸曲線， 心\'11 1 111 線， 心拍数のそれぞれの観察結果の袈点を診療録

に記載 した場合に算定できる。

.記載等のポイント

口呼吸曲線，心電曲線，心拍数のそれぞれの観察結果の要点を記載する。

口当該検査を算定する旨を記載する。

口算定を開始した月日及び装着時間を明記する引 。

口算定を終了した月日及び離脱時間を明記する一2 問。

.記載例

症例 胆のう結石，狭心症， 心室性期外収縮

6ハ腹腔鏡下胆のう摘出術を全身麻酔下に施行

6 月 2 日

0) HR70~80台で経過。

時々 PVCあり， 2段脈， 3段脈の出現あり 。

RR15~20， BP120台， 軽度の術後終痛訴えるも ， 胸部症状・腹部

に異常なく経過。

A , p) 症状経過の観察，心電図モニター観察を継続。

その他省略

呼吸心拍監視 2 (3 時間を超えた場合・ 1 日につき)イ (7 日以内)

※算定開始B ・ 6 月 2 日

。参考 実施l時間，実施日数に

より点数が定められ，再装着

の場合は起算日に注意が必要

です。

そのため，診療報酬明創設

には，算定開始月日を記!I古し

なければなりません

※ 1 ，※ 2 3 1時間までは 111寺

間以内又は 111寺間につきの点

数Z草定となります

※ 3 装着を中止した後30 日

以内に再装着が必要となった

場合の日数の起算日は最初に

算定した日にな り ます

( l 観察結果の要点を記載し

ます

( 2 実施時間を記載 します

(前日 よ り モニタ ー開始で継

続なの で， 01侍から 2411寺を

さ しています)

( 3 当該検査を算定する旨を

記載します

( 4 算定|耳!始日を明記します

(装着目は閉鎖循環式全身麻

酔を行っているため算定不

可。 翌日が算定開始日とな り

ます)
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0225-4 ヘッドアップテイルト試験

回重重重]…失事11発作があり，他の原因が特定されずに神経調節性失利lが疑 I g Yj lJ に厚生労働大陸が定める
われる患者 | 施設基準に迎合しているもの

直亙E 医師 として地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において行

われる場合に限り算定します
当該検査は， 神経調節性失事11等の診断を目的とする誘発試験で，患者を 1:比位

から傾斜位の状態に起こし，傾斜位の状態に保ちながら，連続的に IÚl圧，脈拍

及び症状の推移等を測定及び観察する検査です 1 . ~: 。

単に. 1臥位及び立位又はj盗{立時のj血圧等を測定するだけのものは当該検査に

該当 しません。

.規定 [記載]

診療録に， 当該検査"1に測定された指標苦手について記載すること。

胆記載等のポイン卜

口当該検査中に測定された指標等について記載する。

口当該検査を算定する旨を記載する。

胆記載例

症例.起立性低血圧の疑い

4 月 27日

0) ヘッ ドアップテイル卜試験

血圧， 脈拍数:連続血圧計による測定

試験開始前 ( B P : 120/76, p: 68) 

試験開始後30分で血圧80/45 ， P: 36/分に低下， 5 分後に改善

A , P) 診断:起立性低血圧

治療方針:生活指導(急激な起立の回避，簡易式椅子の携帯，弾性スト

ッキングの着用)

※ l 使附する薬剤lの費用は所

定点数に含まれます

※ 2 検査にwい施行した心氾

図に係る 7'1.朋は日IJ に算定でき

ません

( l 当該検資を算定する旨を

記1/出します

( 2 測定された指標等につい

て記II誕します

( 3 検査結果を主主に，診断及

び治療方針等を記載します
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0237 終夜睡眠ポリグラフィー
r1 J 携帯用装置を使用した場合
r2J 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合
r3J 1 及び 2 以外の場合

区分 r 1 J r2J 

対象患者 問診， 身体所見又は他の検査

所見か ら |極|即時H手!吸障害が強

く疑われる患者に対 し， 1佳 |収

時無呼吸症候鮮の診断を目的

とした場合。

算定単位 一連のものと して算定、 l

方法等 必呼吸セ ンサ 多点!譲圧セ ン

一又は末梢勤 サーを有する

脈 波 セ ンサ |睡眠評価装 iü

一，気道首セ を使用し， パ

ンサー に よる ルスオキ シメ

H刊及状態及び ーターモ ジュ

経皮的セ ンサ ールを組み合

ーによる動脈 わせて行い W!-

血酸素飽和状 析。

1患を終夜ìili続

して測定。

贋規定[記載]

診療録に検査結果の~)誌を記ilil!する。

胆記載等のポイン卜

口診療録に検査結果の要点を記載する。

口当該検査を算定する旨を記載する。

r 3 J 

-他の検査により \lill lll~中無呼吸発

作の明らかな患者に対 して!睡眠

11寺~!!~呼吸症候鮮の診断を目的と

した場合

. 1睡眠中多発するてんかん発作の

患者又はうつ病若 し くはナルコ

レ プシーであっ て，重篤 な |殴

IILt 覚醒 リ ズムのド訳書を伴うも

のの患者

1 月 に I 回を限度"

下記のア~エの全ての検査を睡眠

E中ド 8 1時時間以上述続 して ìl測j日m則[1目|リ定， 記録

する(睡眠時呼吸附筈の疑われな

い患者はアのみ) 。

ア) Jfiìíì皮，眼球巡動及びおとがい

筋筋電図

イ )品又は口における気流の検知l

ウ)胸壁及び腹壁の換気巡動記録

エ)パルスオキシメ ーターによ る

動脈血酸素飽和l度連続測定

口 (短期滞在手術基本料 3 を算定する場合) 算定理由を記載する。

胆記載例

11 月 2 1 日

0) 終夜睡眠ポリグラフィー(携帯用装置使用)

RDI: 9 1.9回/h ODI : 3 % 115回/h Sp02 ・ 最低値62%

他検査省略

A/P) 閉塞性SASと診断

患者の自覚症状及び検査結果からCPAP適応。 来月， CPAP装置の取扱

いについて説明の上，在宅持続陽圧呼吸療法開始予定

※ 1 C I 07- 2在宅持続防圧l呼

l汲療法指導管理科を算定 して

いる患者又は当該保険医療機

関からの依頼により l感l眠時現時

呼吸症候併に対する口腔内装

置を製作した歯科医療機IMIか

ら検査の依頼を受けた患者に

ついては， 治療の効果を判定

するため 6 月に l 回を限度

と しての定できます

※ 2 C I 07-2在宅持続防圧 11'1'

吸療法指導管理料を算定して

いる患者については，治療の

効果を判定するため，初回月

に限り 2 囚， 翌月以後は l 丹

に l 回を限度として算定でき

ます

( i 当該検査をn定する旨を

記載します

( 2 検査t'i栄の要点を記載し

ます

( 3 診断及び治療方針を記s隙

します
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0238 脳波検査判断料 「注 3J 遠隔脳渡診断を行った場合

Jlmì皮検査等における遠隔脳波診断は， 施設基準迎合届出保険医療機関聞け

で、行った場合に3平定できるものです。

送信側の保I'W医療機関においてJJìlíìJ皮検査判断料 l を算定します。

(送信仰o 受診ß!IJ ") 

①データ送信 ・令 ②JJì1í波診断を行う 4

④報告された文書又はその写 しを ‘・ ③結架を文書で作成し，当該患者

診療録に l!，~j付 の稔療を担当する医師lに送付

⑤Jl出波検査判断料 l を算定 . ，

胆規定[貼付]

遠隔脳波診|析を行った場合， JJ店i波検査判断料 l は， 受信側の保険医療機関に

おいて， JJìlíìl主診断を担当 した経験を 5 年以上有する医師lがJJìlí波診|析を行い，そ

の結果を文訟により送信側の保険医療機関における当該患者の診療を担当する

医師に報告した場合に，月の最初の診断の日に算定する。 この場合， 当該患者

の診療を担当する医師は， 幸ltf17 さ れた文子?又はその写 しを診療録に Ih' j付する。

.記載等のポイント

口遠隔画像診断を行った旨を記載する。

日報告された文書又はその写しを診療録に貼付する。

日報告結果の要点及び結果に基づく治療方針等を記載する。

口当該判断料を算定する旨を記載する。

胆記載例

2 月 2 日

脳波検査 9: 00 

00病院ヘ読影依頼(遠隔画像診断) 11: 00 

※00病院から，報告書受信 13 : 00 (報告書貼付)

2 月 5 日

A, P ) 睡眠負荷で，全般に多糠波頻発，てんかん発作との診断

抗てんかん剤の服用(デOケン800mg/日)とする

脳波検査判断料 1

※ l 遠隔脳波診断について施

設基準届tJ:1 は送信仰'1 . 受診n!'J

の双方で行う ことが必要で

す。 また ， 送信ß!IJ の!日:iW書に

は受診側に係る事Jf.íも記載す

ること になります

※ 2 I脳波検査*'J I抑i料 l の届出

医療機関である必裂があ りま

す

※:3 I脳波診断を担当した経験

を 5 年以上有する医師が行い

ます

※ 4 月の最初の診断の日に算

定 します

( l 遠隔画像診断を行った旨

を記司出 します

( 2 報告された文合又はその

写 しを日占付し ます

( 3 報告結果の主主点及び結果

に基づく治療方剣 士号:を記載 し

ます

( 4 当該判断料を算定する旨

を言己il出します
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D246 アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査

直重重函
- ア コースティ ッ クオ ト ス コープを用いて鼓膜音響反射率検査 l と耳鋭

検査及び鼓11免可動性検査を併せて行う こと

・リコーダーで記録を診療録に残すこと

胴規定[記録]

ア コースティ ッ クオ ト ス コープを用いて鼓膜音響反射率検査と耳鏡検査及び

鼓膜可動性検査を併せて行い， リコーダーで記録を診療録に残 した場合のみ算

定できる。

.記載等のポイント

口当該検査を行った旨を記載する。

口検査結果をリコーダーで記録し診療録に記載又は添付する。

口検査結果に基ついた評価及び治療方針等を記載する。

.記載例

症例 : 左渉出性中耳炎 6歳

2 月 1 日

母親と来院

S ) 就学前検診でひっかかった左1000Hz 右4000Hz

学校で補聴器をつける予定はないですかと言われた。 以前外来で左チ

ューブの話が出たことあった。 近医では左O M E指摘あ り 。

0 ) 鼻汁ほとんど吸引されず。

咽頭は手術痕あり 口蓋裂

右鼓膜 : 大穿子し 鼓膜浮いている

左鼓膜 : 陥凹強い

聴力検査: 右26.3dB 左50dB

本日低音部も悪い

Tympano: :左 B (検査記録添付)

アコースティックオトスコープによる鼓膜音響反射率検査 : 左外耳道

狭い。 (検査記録添付)

A. P) 外来通院は困難とのことで， 入院して鼓膜チューブ掃入術による

治療を行うことを提案。

次回 . 手術について説明し治療方針決定予定。

※ l 外耳孔から超音波を射入

し， 鼓J淡からの反轡の有無及

びその程度を把握するこ とに

よ り ， 中耳炎等の際の中耳l控

内i参出液の状況を知る検査で

す

( l 耳鏡検査及び鼓j度可動性

検査を併せて行い， 結果を記

íl占し ます

( 2 当該検査を行った旨を記

載 します

( 3 検査結架を記載 し， 記録

を添付 します

( 4 結果評 filli及び治療方針等

を記殺 し ます
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0282-2 行動観察による視力検査
r 1 J PL CPreferential Looking) 法
r2J 乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの)

行動観察による視力検査は，その測定方法により r 1 j と r 2 j があります。

r 1 j P L 法 r 2 j 乳幼児視力測定

対象患者 4 歳未満の乳幼児又は通常の視力検査で視力関IJ定ができない患者 |

測定方法 粟屋-Mohindra方式等の測定 テラーカード等による簡易ネ見力 l

装置引 を用いて視力 ìWJ定を行 ìWJ定を行った場合

っ た場合

.規定[記載]

診療録に検査結果の要点を記載する。

.記載等のポイント

口視力測定結果を記載する。

口検査結果に基づいた評価及び治療方針を記載する。

口当該検査を算定する旨を記載する。

胆記載例

1 月 15日

母親と来院

S) 手術希望

0) TAC B• R• L 

V U =0.07 

VD=ペンのキャラクタ一，ぬいぐるみ(+)

0.23cy/cm (一)キョロキョ口みず

V S =0.06 

鼻側から下側にかけて， ant synechia (+) 

Pupil micro coria 

R) fix poor 

P) 2.9 入院

2.10 手術右瞳孔形成術

行動観察による視力検査(テラーカードによる簡易視力測定)

'
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( l 視力 ìJ!lJ 定;fì~i架と要点を記

jJ古 し ます

( 2 結果に基づいた治療方針

を記載 します

( 3 当該検査を算定する旨を

言cÍ隙します
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0282-3 コンタクトレンス、検査料
※所定点数を算定せず 「眼科学的検査J により算定する患者等のうち，緑内障又は高眼
圧症の患者，網膜硝子体疾患若しくは視神経疾患の患者

コ ンタク トレンズの装用を目的に受診した患者に対して |眼科学的検査を行っ

た場合は， 下記の場合を除き「コンタクトレンズ検査料」の所定点数をn:定

し， r 0 255~ 0282-2の眼科学的検査」は別に算定できません 回 l 。

[コン タクト レンズ検査料を算定せず， 0 255~ 0282-2のH民科学的検査により

Z平定する場合]

1 )新たな疾患の発生(屈折異常以外の疾患の急性増恕を含む) によ り コ ン

タクトレンズの装用を中止 しコ ンタクトレンズの処方を行わない場合

2) 円鋭角膜，角膜変形若しくは高度不正乱視の治療を目的としてハードコ

ンタク トレンズ、の処方を行った場合

3) 9 歳未満の小児に対して弱視，斜視若 しくは不問視の治療を目的として

コンタクトレンズの処方を行った場合

4) 緑内科i又は高眼圧症の患者(下記の①の場合に限る)

5) 網膜硝子体疾患者しくは視神経疾!.!:tの患者(下記の②の場合に限る)

6) 度数のない治療用コンタクトレンズを装用する患者

7) 1浪内の手術(角膜移植術を含む) Jìíj後の患者

8) スティ ーヴンス ・ ジョン ソ ン症候群文は中毒性表皮;峻死症の JlN後逃症に

対する治療用コ ンタク トレンズを装用する患者 等

胆規定{記載]

① 「緑内 |部又は高H艮圧旋の忠者」については， 治療計画iを作成し診療録に記載

するとともに，アプラネーショントノメーターによる粘密i恨圧測定及び桁密

H民底検査を実施 し， 視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載 した場合に限る。

② 「網膜硝子体疾患若 し くは視神経疾患の!心者」については， 治療計画を作成

し診療録に記載するとともに，散i也知jを使用し， 汎網膜硝子体検査又は精密

l恨底検査，制11隙燈顕微鏡検査(前n良部及び後|服部)並びに|山氏カメラ撮影を

実施し， 網膜硝子体又は税収11経乳頭の所比を図示して詳細|に診療録に記載し

た場合に|浪る。

.記載等のポイント

〈緑内障又は高眼圧症の患者〉

口治療計画を記載する。

口アプラネーシ ョ ン卜ノメーターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を

実施した旨及びその結果を記載又は添付する。

口視神経乳頭の所見を詳細に記載する。

〈網膜硝子体疾患若し くは視神経疾患の患者〉

口治療計画を記載する。

口汎網膜硝子体検査又は精密眼底検査，細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後

服部) 並びに眼底力メラ撮影を実施した旨及びその結果を記載又は添付

する。

口網膜硝子体文は視神経乳頭の所見を図示して詳細に記載する。

※ l 厚生労働大臣が定める施

設基準を満たさない保険医療

機関において，コンタク ト レ

ンズの装用を目的に受診した

患者に対して IIN科学的検査を

行った場合は， rコンタクト

レンズ検査料 j の 他， r 0 
255~ 0282-2の眼科学的検

査」についても算定できませ

ん
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0283 発達及び知能検査
0284 人格検査
0285 認知機能検査その他の心理検査

0283発達及び知能検査. 0284人格検査及び 0285認知機能検査その他の

心理検査引 は，医師が自ら，又は医師Iの指示により仙の従事者が自施設にお

いて検査及び結果処理を行い，かつ，その結果に基づき医f:iliが自ら結果を分析

した場合にのみ算定できます。 そ して， 医師は， その分析結果を診療録に記載

します。

.規定[記載l

医師lは診療録に分析結果を記載する。

胆記載等のポイント

口行った検査名及び時間を診療録等に記載する※ 2 。

口医師による分析結果を記載する。

口当該検査を算定する旨を記載する。

ー記載例

症例男性. 0歳，

AQ , ASRS , TEG , SC T , PF スタディ実施済み。

検査結果及び報告書をムム D r に提出済み。

12月 1 日 〈検査記録〉 面談及び検査実施者. 臨床心理士00

WA I S - III を実施 (9 目 15-11 : 05) 

ムム D r の外来前に検査結果及び報告書を提出。

12月 1 日

検査結果及び分析結果を本人にフィードパック。

ADHDの可能性や本人の特性等について話した。

S) 自分でも思い当たることが多く て・-お話しできることで本当にあり

がたいです。自分でもかなり落ち着いてきました。

0) それほど病的ではない。 ーその他分析結果省略­

A, p) 診断名 : ADHD

1 か月に 1 回受診とする。

傾眠に対しての内服(スト00ラ ， 0パケ0) は希望されず。

心理士との面談を月 1 回20分行う。

(検査結果及び臨床，心理士の報告書添付)

発達及び知能検査 r3J 操作と処理が極めて複雑なもの : WA I S-III 

※ i 算定に当たっては， 各検

査に該当する検査法が規定さ

れています

※ 2 検査の種類によ ってぬ定

項目が興なります。 また，結

果及び結架処理に要する H寺 1M!

も定め られています

( l 行 っ た検査名及び|時間1 を

記 11正します (WA [ S-IlI 
は， 0283発達及び知能検査

t 3 J t，栄作と処理が極めて複

雑なもりに該当 し，検査及び

結果処取に 11時間30分以上

要するものであれば算定でき

ます)

⑨ 2 盃 r:ni による分析結果を記

載します

ねを
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0291-2 小児食物アレルギー負荷検査

小児食物アレルギー負荷検査は， I問診及び血液検査等から ， 食物ア レルギー

が強く疑われる 9 歳未満の小児に対 し，原因抗原の特定，耐性獲得の確認のた

めに，食物負荷検査を笑施 した場合に算定 しま す※ l 諜

なお，当該検査は短期滞在手術等基本料 3 の算定対象となります則。

胆規定[添付]

検査を行うに当たっては， 食物アレルギー負荷検査の危険性，必要性， 検査

方法及びその他の留意事項について， 11\者又はその家族等に対して文台により

説明の上交付する と ともに， その文苫の写しを診療録に添付する。

.記載等のポイント

口患者等に説明し交付した文書の写しを添付する。

口交付した文書には， 当該検査の危険性， 必要性，検査方法， その他留意

事項が記載され， 患者等の署名が記載されている。

口負荷検査を行う食物及び経口負荷検査の結果及び評価を記載する。

口当該検査を算定する旨を記載する。

胴記載例

症例 食物アレルギー(そば) ， 2歳

食物経口負荷試験 : 0年 5 月 1 日実施

1 月 20日

母親と来院

S) 4月より幼稚園ヘ入国が決まっている。検査結果を提出しなければな

らない。

A , P) 2 月 20日除去解除の可能性評価のため食物負荷試験予約。

本日 ， 同意説明文に従って説明。 同意署名あり 。

(交付文書の写し添付)

。 別に厚生労働大臣が定める

施設基準に迎合しているもの

と して地方厚生局長等に届け

出た保険医療機関において行

われる場合に限り算定します

※ l 小児食物アレルギーの診

療に当たっては， í厚生労働

科学研究班による食物アレル

ギーの診療の手引き20 11 (平

成2 1 ~23年度厚生労働科学

研究) J を参考にします

※ 2 年 2 匝|に |浪り n定できま

す。 例えば， 1 9年 4 月 1 4 日

当該検査を算定する場合に

は， 18年 4 月 1 5日から 1 9年

4 月 1 3日までの附の当該検

査の算定回数が l 回以下であ

る必要があります

(平 1 8 . 3 . 31 医療諜事務述絡)

※ 3 病院において，入院日か

ら 5 日以内に当該検査を行う

場合は，短期滞在手術等基本

料 3 を算定します

( l 当該検査について説明

し，同意 した旨を記I践 し ます

( 2 交付した文告の写しを添

付します



0291-3 内服・点滴誘発試験

内)J!* . 点滴誘発試験は. fhlj付試験. I皮内反応， リンパ球幼若化検査等で診断

がつかない薬疹の診断を目的と した場合であって，入院中の患者に対 して被疑

楽を内)J!*若 し くは点滴 ・ j'j!{.注 した場合に |浪り ~:ÃÈできます民 l 。

.規定[添付]

検査を行うに当たっては， 内J] !* ・ 点滴誘発試験の危険性，必要性，検査方法

及びその他の留意事項について， 込t-X-又はその家族等に対 して文 ， 11により説明

の上交付するとともに， その文討の'IJ し を診療録に添付する。

胆記載等のポイント

ロ患者等に説明し交付した文書の写しを添付する。

口交付した文書には， 当該検査の危険性，必要性，検査方法， その他留意

事項が記載され， 患者等の署名が記載されている。

口試験結果及び評価を記載する。

口当該検査を算定する旨を記載する。

.記載例

症例 薬疹. 35歳， 入院患者

2 月 20日

A. P ) 明日，原因薬剤特定目的で内服試験実施。

本日，同意説明文に従って説明。 同意署名あり 。

(交付文書の写し添付)
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rQl YJ IJ に厚生労働大 |主が定める

施設基準に適合しているもの

として地方厚生局長等に届け

出た保険医療機|湖において行

われる場合に限り 1予定します

※ 2 月に l 回に|浪り n:定で

きます

( l 当該検査について説明

し，同意した旨を記誠します

( 2 交付した文芸?の写しを添

付します




